
【厚生労働大臣が定める掲示事項】

天理よろづ相談所病院

　　当院では医療ＤＸ推進における体制として、以下の事項について

　　実施しています。

○医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン

資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用し

て診療を実施しています。

○顔認証付カードリーダーを増台しマイナ保険証を促進す

る等、医療ＤＸを通じて質の高い医療を提供できるよう

取り組んでいます。


